
 

 
 

平成３１年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

観 光 庁 関 係 予 算 概 要 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年１月 
 

観 光 庁 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

目        次 
 

１．平成３１年度観光庁関係予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
  

２．具体的施策 
        

（１）ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備 

・円滑な出入国の環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

・円滑な通関等の環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 ・ＦＡＳＴ ＴＲＡＶＥＬの推進・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 ・公共交通利用環境の革新等・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

  ・ＩＣＴ等を活用した多言語対応等による観光地の 

「まちあるき」の満足度向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

・旅行安全情報共有プラットフォームを通じた旅行者の安全の確保 ・・・８ 

 ・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業・・・・・・・・・・９ 

・ユニバーサルツーリズム促進事業・・・・・・・・・・・・・・・10 
 

 （２）我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化と観光産業の基幹産業化 

  ・ＩＣＴの活用等による先進的プロモーションの実施・・・・・・・11 

  ・戦略的な訪日プロモーションの実施・・・・・・・・・・・・・・12 

  ・ＭＩＣＥ誘致の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

  ・観光産業の生産性向上推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・14 

    ・観光産業における人材確保・育成事業・・・・・・・・・・・・・15 

    ・歴史的資源を活用した観光まちづくりの担い手支援・育成・・・・16 

    ・通訳ガイド制度の充実・強化・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

    ・健全な民泊サービスの普及・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 
 
（３）地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での 

体験滞在の満足度向上 

   ・インフラを始めとした地域資源を活用したコンテンツの造成等・・19 

  ・最先端観光コンテンツ インキュベーター事業 ・・・・・・・・・20 

    ・地域の観光戦略推進の核となるＤＭＯの改革・・・・・・・・・・21 

    ・地域観光資源の多言語解説整備支援事業・・・・・・・・・・・・22 

        ・文化資源(文化財等)を活用したインバウンドのための環境整備・・23 

        ・国立公園のインバウンドに向けた環境整備・・・・・・・・・・・24 

    ・広域周遊観光促進のための観光地域支援事業・・・・・・・・・・25 

    ・テーマ別観光による地方誘客事業・・・・・・・・・・・・・・・26 
 
 （４）観光統計の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 
 

 （５）東北の復興（復興枠） 

   ・東北観光復興対策交付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

   ・ＪＮＴＯによる東北観光復興プロモーション・・・・・・・・・・29 

   ・福島県における観光関連復興支援事業  ・・・・・・・・・・・・30 

（参考）三の丸尚蔵館の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 
 

３．平成３１年度税制改正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 
 

４．平成３０年度観光庁第二次補正予算  ・・・・・・・・・・・・・・・・・33 
 

５．参考資料  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 



 

 

 
 

 

 

   

31 年度 

予算額 

(Ａ) 

うち国際観

光旅客税財

源充当額 

前年度 

予算額 

(Ｂ) 

倍  率 

(Ａ／Ｂ) 

１. ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備 27,865 22,375 11,767 2.37 
円滑な出入国の環境整備 7,063 7,063 1,200 5.89 
円滑な通関等の環境整備 3,011 3,011 800 3.76 
ＦＡＳＴ ＴＲＡＶＥＬの推進 3,500 3,500 0 皆増 

 公共交通利用環境の革新等 5,500 5,500 0 皆増 
 ＩＣＴ等を活用した多言語対応等による観光地の 

「まちあるき」の満足度向上 
3,050 3,050 1,100 2.77 

旅行安全情報共有プラットフォームを通じた旅行者の安全の確保 251 251 100 2.51 
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 5,474 0 8,549 0.64 
ユニバーサルツーリズム促進事業 16 0 18 0.90 
     

２．我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化と観光産業 

の基幹産業化 
14,876 5,149 10,752 1.38 

ＩＣＴの活用等による先進的プロモーションの実施 5,149 5,149 1,300 3.96 
戦略的な訪日プロモーションの実施 9,049 0 8,711 1.04 
ＭＩＣＥ誘致の促進 156 0 201 0.78 
観光産業の生産性向上推進事業 99 0 91 1.09 
観光産業における人材確保・育成事業 162 0 290 0.56 
歴史的資源を活用した観光まちづくりの担い手支援・育成 13 0 25 0.54 
通訳ガイド制度の充実・強化 55 0 26 2.12 
健全な民泊サービスの普及 193 0 109 1.78 
     

３. 地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による 

地域での体験滞在の満足度向上 
22,441 20,976 3,499 6.41 

 インフラを始めとした地域資源を活用したコンテンツの造成等 1,300 1,300 0 皆増 

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業 1,300 1,300 450 2.89 
地域の観光戦略推進の核となるＤＭＯの改革 2,296 2,296 0 皆増 
地域観光資源の多言語解説整備支援事業 1,000 1,000 300 3.33 
文化資源(文化財等)を活用したインバウンドのための環境整備 10,000 10,000 500 20.00 
国立公園のインバウンドに向けた環境整備 5,080 5,080 250 20.32 
広域周遊観光促進のための観光地域支援事業 1,391 0 1,848 0.75 

 テーマ別観光による地方誘客事業 74 0 151 0.49 
     

４. 観光統計の整備 653 0 610 1.07 
     
５. その他（経常事務費等） 762 0 923 0.83 
     

合          計 66,596 48,500 27,550 2.42 

（単位：百万円） 

 １．平成３１年度観光庁関係予算総括表 
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31 年度 

予算額 

(Ａ) 

うち国際観

光旅客税財

源充当額 

前年度 

予算額 

(Ｂ) 

倍  率 

(Ａ／Ｂ) 

東北観光復興対策交付金 3,209 0 3,265 0.98 
ＪＮＴＯによる東北観光復興プロモーション 1,000 0 1,000 1.00 
福島県における観光関連復興支援事業 300 0 300 1.00 
     

合           計 4,510 0 4,565 0.99 

総           計 71,106 48,500 32,115 2.21 

東北の復興（復興枠） 

※１ 本表における計数は、端数処理の関係で、合計した額と一致しない場合がある。 

※２ 前年度予算額は、国際観光旅客税を財源とする経費の他省庁計上分を含む。 

※３ 上記のほか、三の丸尚蔵館の整備 15億円（宮内庁）についても、国際観光旅客税財源を充当。 

（単位：百万円） 
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円滑な出入国の環境整備

顔認証ゲート及びバイオカートの整備

日本人用顔認証ゲートを増配備し、さらに外国人の出国手続にも活
用することにより、手続の迅速化と審査官の効率的な配置を図る。
バイオカートも増配備することにより待ち時間の短縮を図る。

○ ストレスフリーで快適な旅行環境の実現のため、世界最高水準の技術を活用した革新的な入国審査を実現することにより、旅客の
待ち時間の短縮を図る。

従来の指紋識別技術を一新し、世界最高水準の技術を全国的に
導入することにより、上陸審査の円滑化・厳格化を図る。

拡張する空海港ターミナルに審査端末機器を増配備するとともに、
クルーズターミナル未整備港での審査に機動的に対応するため、
全国の入管局に審査端末機器を配備する。

文化庁・環境省・JNTOが作成する観光情報の発信等に資する
ために必要なデジタルサイネージの整備。

ディープラーニング技術を活用した個人識別情報
システムの導入

デジタルサイネージを活用した情報発信空港・クルーズ船ターミナル拡張に伴う
緊急的な審査機器の増設等

顔認証ゲート バイオカート

クルーズ船用審査機器

入国審査官による上陸審査

審査端末機器

観光庁（法務省）：7,063百万円

（１）ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備２．具体的施策
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○ 空港や港湾における税関検査に最先端技術を導入することにより、通関の一層の効率化を図り、旅客のストレスフリーで円滑な入国と
待ち時間の短縮を図る。

事前にアプリで携帯品を電子申告した場合に、迅速な通関を可能とする専用ゲートを整備

空港における対応

港湾における対応

（事前にアプリで、
申告QRコード作成）

円滑な通関等の環境整備

電子申告ゲート 高性能検査機器

（手荷物受取時に受付端末機で申告完了） （専用ゲートが検査要否を自動判定）

液体検査装置 蛍光Ｘ線分析計ボディスキャナ

クルーズ旅客情報リーダー

門型金属探知機

・迅速かつストレスフリーな身辺検査・携帯品検査 ・旅客ターミナルのない港での移動式検査
施設を用いた機動的な検査

・パスポート情報の読取りにより検査対象旅客を的
確かつ迅速に判別

デジタルサイネージ

液体検査装置 蛍光Ｘ線分析計

高性能機器による迅速な検査 観光情報等の日本の魅力発信

開封せずに
溶液内の
覚醒剤等の
有無を判別

メッキ加工
された金地金等を
迅速に識別

（現在は、手作業でパスポート情報を確認しており、
旅客情報の確認に時間を要している状況）

（現在は、ボディスキャナが導入されておらず、税関職員が身辺検
査を行わざるを得ない状況） （現在は、狭隘なクルーズ船内での検査により混雑が発生）

QRコード

観光庁（財務省）：3,011百万円
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搭乗

自動搭乗ゲート

チェックイン 保安検査場手荷物預入

自動チェックイン機 自動手荷物預け機 スマートレーン

ＦＡＳＴ ＴＲＡＶＥＬの推進

チェックイン→搭乗までの自動化機器を顔認証システムで一元化

【搭乗手続きの自動化・顔認証化】

○ 世界最高水準の空港利用者サービスを提供するため、先端技術の活用等により、旅客が行う諸手続きや空港
内の動線を一気通貫で高度化することにより、手続きを迅速化する。
[補助対象事業者：空港ビル会社、空港会社等（補助率1/2)]

【手荷物輸送等の円滑化】

■スマートグラスアシスト ■タブレット ■自動運転トーイングカー ■自動運転ランプバス■手荷物搭降載補助機材

手荷物の搬送 旅客の移動

手荷物
預け

機内
積込

旅客
ターミナル 航空機

【地方空港のチェックイン手続きの円滑化】
チェックインカウンターを航空会社で
共通化し、旅客の集中状況に応じて
柔軟に振り分けるシステム（CUTE
システム）により、混雑を解消

【地方空港のビジネスジェットへの対応】
ビジネスジェット旅客専用の待合ス
ペース、ＣＩＱカウンター等を確保し、
プライバシー・迅速性を重視する富裕
層等の旅客ニーズに対応

【空港での情報発信】
デジタルサイネージ等で日本の
魅力を発信

観光庁（参事官（外客受入担当））：3,500百万円
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公共交通利用環境の革新等

⑥大きな荷物を持ったインバウンド旅客
のための機能向上

■段差解消やスーツケース置き場の確保

■観光列車 ■サイクルトレイン■魅力ある観光バス

⑦移動そのものを楽しむ取組や
新たな観光ニーズへの対応

⑤非常時のスマートフォン等の
充電環境の確保

■非常用電源装置 ・ 携帯電話充電設備等

（あわせて⑤～⑦を支援可能）

or or

１/２
（①～④のうちのいずれかを実施済の場合は、 １/３）

補助率 補助対象事業者

公共交通事業者、旅客施設の設置管理者等

①～④をセットで整備

空
港
・
港
湾

周
遊
地
域

訪
日
外
国
人
旅
行

者
の
来
訪
が
特
に

多
い
観
光
地
等

空
港
・
港
湾

ア
ク
セ
ス

長
距
離
移
動

（
交
通
拠
点
間
）

二
次
交
通

○地方部への訪日外国人旅行者の誘致の加速化に向け、我が国へのゲートウェイとなる空港・港湾から訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地
等に至るまでの公共交通機関の利用環境を刷新するため、訪日外国人旅行者のニーズが特に高い多言語対応、無料Wi-Fiサービス、トイレの洋式化、
キャッシュレス決済対応等の取組を一気呵成に進め、シームレスで一貫した世界水準の交通サービスを実現する。

■多言語表記等 ■タブレット端末、携帯型翻訳機、
多言語拡声装置等の整備

■スマートフォンアプリの活用等に
よる案内放送の多言語化

②無料Wi-Fiサービス

■旅客施設や
車両等の無料Wi-Fiの整備

■QRコードやクレジット
カード対応、企画乗車船
券のICカード化

■企画乗車船券
の発行

■全国共通ＩＣ
カードの導入

③トイレの洋式化

■洋式トイレ、
多機能トイレの整備

④キャッシュレス決済対応

■レンタカーの
キャッシュレス対応

■多言語バスロケーション
システムの設置

①多言語対応（事故・災害時等を含む）

※通常は整備が想定されない場合（例：②無料Wi-Fiサービス（レンタカー等）、③トイレの洋式化（バス、タクシー、レンタカー等）等）については、適用除外とする。
※①及び④については、少なくともいずれか１つ実施。

（ＬＲＴシステム
の整備）

（インバウンド
対応型バス）

（荷物置き場
の設置）

（インバウンド
対応型タクシー）

（旅客施設の
段差解消）

観光庁（参事官（外客受入担当））：5,500百万円
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まつり広場

〇〇寺

旧〇〇邸
（古民家）

〇〇公園

〇〇商店街

△△商店街

サイクル
ポート

旧○○邸
（古民家）

サイクル
ポート

サイクル
ポート

ＩＣＴ等を活用した多言語対応等による観光地の「まちあるき」の満足度向上

○ 訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地等において、公共交通機関の駅等から個々の観光スポットに至るまでの散策エリアについ
て、ICTも活用して、多言語案内標識や無料エリアWi-Fiの整備、域内の小売・飲食店を挙げたキャッシュレス決済対応等のまちなかにおけ
る面的な取組や、これらと一体的に行う外国人観光案内所や「道の駅」等の機能強化、古民家等の歴史的資源の活用等を集中的に支援
し、「まちあるき」の満足度の向上を目指す。あわせて、観光地の災害等の非常時の対応能力の強化を図る。

■デジタルサイ
ネージの整備

■AI・チャット
Botの整備

■多言語音声
ガイドの整備

■免税対応端末
の整備

■非常用電源装置の整備
■情報端末への電源供給

機器等の整備

■ＶＲ機器
の整備

○まちなかにおける多言語観光案内
標識の一体的整備

■デザインを統一した
多言語サイン看板の整備

■ICTを活用した案内
標識の整備

○無料エリア
Wi-Fiの整備

■無料公衆無線ＬＡＮ
環境の整備

◯公衆トイレの洋式便器の整備及び清潔等機能向上

■洋式便器の整備及び清潔等機能向上
（光触媒タイルの活用等）

■多言語翻訳システム機器の整備
■多言語案内用タブレット端末の

整備

■無料公衆無線
LAN環境の整備

■施設の整備改良
■案内標識の多言語化
■洋式トイレの整備

■ＨＰ・コンテンツ作成
■案内放送の多言語化
■掲示物等の多言語化

地域の観光スポットに基づいた散策エリアと一体的整備イメージ
■まちなかの周遊機能の強化（まるごとインバウンド対応）■観光地のゲートウェイとしての外国人観光案内所等

の機能の強化

◯情報発信機能の強化

◯訪日外国人旅行者への対応力の強化

◯外国人観光案内所等の情報提供基盤の強化

■多言語翻訳システム機器の整備
■多言語翻訳用タブレット端末の整備

■先進的な決済環境の整備
■免税店電子化対応環境の整備

○地域の飲食店、小売店等における多言語対応・先進的決済環境の整備

補助率 10分の８、２分の１、3分の1

文化財・国立公園の周辺地域における歴史的資源のインバウンド整備を支援

○歴史的観光資源の高質化 ○シェアサイクルの導入

事業主体

（１）地方公共団体（港務局を含む。）

（２）民間事業者（公共交通事業者等を含む。）

（３）航空旅客ターミナル施設を設置し、又は管理する者

（４）協議会等

○電線の地中化や軒下・裏配線等の無電柱化

主動線

副動線

集中的整備区域

外国人
観光案内所

観光案内板 キャッシュレス端末、
多言語対応機器の集中整備

公衆トイレWi-Fi

各種
誘導看板

地域要件

以下を含む、訪日外国人旅行者の来訪が特に多い、又はその見込みがある観
光地として観光庁が指定するもの

○ 訪日外国人旅行者の評価が既に高い観光地

○ 重要な文化財や国立公園が所在する地域

○ 国際的なイベント・会議の開催等により、訪日外国人旅行者の来訪が多

く見込まれる観光地

■古民家等の歴史的資源を活用した観光まちづくり

○古民家等の観光資源化

■「道の駅」インバウンド対応拠点化モデル事業

外国人観光案内所等の
整備・改良等

インバウンド向けの
体験メニューの開発

空車・満車情報
の多言語化

ホームページ
の多言語化

洋式便器の整備及び
清潔等機能向上

多言語翻訳システ
ム機器等の整備

等

等

等

◯非常時の対応能力の強化

○ レンタカーを利用したインバウンド観光の先進県である沖縄県内の
「道の駅」における取組について、全国のモデル事業とすべく重点的
に支援

※ その他、「道の駅」の管理者、運営者、観光関係者、「道
の駅」施設内の民間事業者等からなる協議会により策定さ
れる計画の内容を含む。等

観光庁（参事官（外客受入担当））：3,050百万円
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旅行安全情報共有プラットフォームを通じた旅行者の安全の確保

事業概要

旅行者の家族等

外務省
（たびレジ）

在留邦人等

PF

・テロ、災害等の現地情報

・現地の治安情報

【情報配信機能】

【安否確認機能】

観光庁
旅行会社

等

・安否確認等の報告依頼

・旅行者の安否回答等の報告

旅
行
者

・安否情報等を自動集計･報告

機能強化 （H31年度）

・都市別安全情報の提供

旅行安全情報共有プラットフォームの機能強化

機能強化部分

・GPS機能による旅行者位置の
把握、避難指示･誘導 等

領事メール
海外安全情報

都市別安全情報の提供

・海外旅行中に役に立つ、現地都市の医療･警察･交通
機関等の安全情報等をPFで提供。

医療機関情報

（対応言語、診療時間等）

交通機関情報

（運行状況、観光スポット
情報等）

GPS機能の活用

・緊急時にGPS機能を活用し、旅行者の位置情報を把握。
・広域避難場所等の都市別安全情報と、GPSを組み合わ

せて迅速な避難指示･誘導。

多様な連絡手段の確保等
・メール、SMS、LINEに加え、Twitter、Facebookを

追加し、多様な連絡手段を確保。

＋
FacebookTwitterメール ｼｮｰﾄﾒｰﾙ

SMS
LINE

・日本にいる家族等の緊急連絡先に対して、安否結果
をPFから提供。

観光庁（参事官（旅行振興担当））：251百万円

○ 日本人旅行者が安心して海外旅行ができるよう、旅行者の安否確認や外務省と連携した「たびレジ」情報の配信を行
うプラットフォームについて、新たに医療・警察・交通機関等の海外都市の安全情報等を収集の上、旅行者へリアル
タイムに提供するなどの機能を強化。

○ 万一、現地でテロや災害等が発生した場合には、プラットフォームにて旅行者の安否確認を迅速に行うことに加え、
旅行者が安全に滞在･帰国できるよう避難等の情報を提供。
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○全国各地の観光地において、訪日外国人旅行者がストレスフリーで快適に旅行できる環境を整備するため、地方自治体や民間事業者等
が行う外国人観光案内所の機能強化、トイレの洋式化、公共交通機関の移動円滑化、旅館・ホテルのバリアフリー化等の個別の取組を支
援する。あわせて、外国人観光案内所等の災害等における非常時の対応能力の強化を図る。

地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業

実証事業

○災害発生時における外国人観光案内所の初動対応マニュアルの作成
○ナイトタイムエコノミー等の新たなニーズに対応した交通サービスの推進に向けた調査 等

宿泊施設インバウンド対応支援事業

・Wi-Fiの整備
・自社サイト

多言語化等・決済端末の整備・案内表示の多言語化
・ムスリム受入

マニュアル作成

○基本的ストレスフリー環境整備
・段差解消
（エレベーター等）

・手すりの設置 ・出入口の改修・トイレのバリア
フリー化

○バリアフリー環境整備

○外国人観光案内所等の整備・改良等及び災害等の
非常時対応の強化
○公衆トイレの洋式便器の整備及び機能向上
○手ぶら観光カウンターの機能強化
○多様な宗教・生活習慣への対応力の強化 等

・手ぶら観光カウン
ターの機能強化

・公衆トイレの洋式便器
の整備及び機能向上 ・多様な宗教・生活習

慣への対応力の強化

・外国人観光案内所等の整備・改良等及び災害等の非常時対応

交通サービスインバウンド対応支援事業

○多言語表記、多言語案内用タブレット端末の整備
○旅客施設や車両等の無料Wi-Fi整備
○旅客施設や車両等のトイレの洋式化及び機能向上
○全国共通ＩＣカード、ＱＲコード決済等の導入
○旅客施設や車両等の移動円滑化 等

・多言語表記等
・多言語案内用タブレット

端末等の整備 ・無料Wi-Fiの整備
・全国共通ＩＣカード、

ＱＲコード決済等の導入
・トイレの洋式化

及び機能向上 ・移動円滑化

（１）地方公共団体（港務局を含む）

（２）民間事業者（公共交通事業者等を含む。）

（３）航空旅客ターミナル施設を設置し、又は管理する者

（４）協議会等

事業主体

定額、２分の１、5分の2、
3分の1、4分の1

補助率

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 観光庁（参事官（外客受入担当））：5,474百万円
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ユニバーサルツーリズム促進事業
○ 高齢者・障害者の訪日外国人旅行者は年々増加しており、高齢者・障害者がそれぞれのニーズに応じた宿泊施設

に宿泊できるよう、宿泊施設のバリアフリー対応状況に関する情報発信を強化する必要がある。
○ このため、訪日外国人旅行者の情報収集の拠点となり、客室単位のきめ細やかな情報発信が可能となる観光案内

所において、宿泊施設のバリアフリー情報発信のための機能強化を図るべく、実証事業を行う。

バリアフリー旅行相談窓口のイメージ

○×ホテル

事業概要

①事業公募
②バリアフリー旅行相談窓口

開設に向けた準備
③バリアフリー旅行相談窓口開設 ④事業の展開

モデル地域の選定
（複数地域）

・地域のバリアフリー情報の集約
・観光案内所スタッフに対する
研修実施

・地域のバリアフリー情報のデータベース化
・観光案内所のホームページによる情報提供
（外国語対応含む）

事業成果の公表等を通じた
業界全体への展開

複数地域の観光案内所を対象に、宿泊施設のバリアフリー情報発信のための相談窓口を開設する実証事業を実施するととも
に、事業成果の公表等を通じたノウハウの共有等により、宿泊施設に関するバリアフリー情報発信の機能を有する観光案内所の
増加を目指す。

観光案内所のホームページによる情報提供のイメージ

＜事業イメージ＞

○×ホテル

観光庁（観光産業課）：16百万円
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〇 ICT・ビッグデータ等の分析・活用による個人の関心にあわせた的確な情報発信を推進する。
〇 訪日無関心層へ訴求するグローバルキャンペーン等の先進的なプロモーションを実施する。

ＩＣＴの活用等による先進的プロモーションの実施

JNTO内外のビッグデータやSNSの分析結果
等を蓄積・活用することで、プロモーションの効果
や災害時の風評を迅速に把握し、更なる機動
的なプロモーションにつなげる。

事業イメージ事業イメージ

ICT・ビッグデータ等の分析による個人の関心にあわせた情報の発信

ビッグデータ事業者等の保有データと
突合し閲覧者の行動を追跡

JNTOデータベースに蓄積

DMP
（JNTOデータベース）

航空券購入者情報：
7月発成田着

年齢：30代前半
性別：男性
興味関心：アウトドア
居住地国：米国 プロモーションの

見直し、改善プロモーションの実施
SNS投稿におけるキーワード等を
数値化して風評の有無を分析

先進的なプロモーションの実施

① SNSの分析結果を活用し、災害対応等の安心安全情報をJNTOのSNS等で迅速に発信
② JNTOのウェブサイト上に、閲覧者の属性や関心に沿ったコンテンツを自動表示

ターゲットの興味・関心に応じた広告展開

ウェブの閲覧・検索履歴等の分析により、その個人が海外旅行
に求める興味・関心（アウトドア等）に応じた広告を展開
（オンライン広告、メディア招請 等）

グローバルキャンペーン

北海道美瑛町 青い池

JNTOのデジタルマーケティングの分析結果等も活用し、
外国人旅行者にまだ知られていない地域の観光資源を、
地方運輸局・自治体・民間事業者等が連携してプロモー
ション

地域の観光資源を活用したプロモーション

JNTO

地方運輸局

デジタルマーケティング
を活用し、ターゲット・

市場・テーマなどを設定

事業の実施後
JNTOのDMPに
データ等を反映

事業イメージ事業イメージ

個人を対象にした
効果的な情報発信

従来の
情報発信

ICT・ビッグデータ等の分析結果の蓄積・活用

個人の関心にあわせた的確な情報の発信

観光庁（国際観光課）：5,149百万円

（２）我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化と観光産業の基幹産業化
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戦略的な訪日プロモーションの実施

〇 2020年訪日外国人旅行者数4000万人等の目標達成に向けて、欧米豪をはじめとした全世界からの誘客、2020年東
京オリンピック・パラリンピック競技大会後も見据えたプロモーションのさらなる展開を実施。

重点20市場からの更なる戦略的誘客のため、国別戦略を
徹底し、旅行ニーズに応じたきめ細かな市場別プロモーショ
ンを実施
【欧米豪市場】

国毎の市場特性を踏まえ、魅力あるアクティビティ等の訴求力
の高いコンテンツを中心としたプロモーションを実施。

・日本の多彩な魅力を提示するテーマ旅行のＰＲを強化
・リピーター向けの訪問先として地方部の魅力を訴求
・各国で普及しているＳＮＳ等

を活用したタイムリーな情報発信

【アジア市場】
リピーターを含め更なる誘客促進のため、個々の旅行ニーズに
応じたきめ細かなプロモーションを実施。

・JNTOの現地事務所設置準備
・市場動向調査
・現地消費者向け旅行博への出展
・海外広告宣伝の実施
・旅行会社やメディア向けセミナーの実施
・レップを活用(※)した現地での情報発信 等

(※) JNTOの現地事務所が存在しない地域等において、現地の事業者等が
代理で情報収集や訪日プロモーション活動を実施すること。

既存重点20市場別の訪日プロモーション事業等に加え、
中東や中南米等の訪日インバウンドの成長が見込まれ
る市場において、JNTOの現地事務所の設置準備を進
めるとともに、重点市場化に向けた市場調査や先行試行
的なプロモーション等を実施

＜現地消費者向け旅行博出展＞ ＜海外広告宣伝の実施＞

○ 上記のプロモーションの高度化及び戦略的誘客の実現に向けて、JNTOの体制強化を引き続き進める。
３.日本政府観光局（JNTO）の体制強化

１.国別戦略に基づくプロモーションの徹底 2.新たな市場からの誘客促進に向けた取組の推進

観光庁（国際観光課）：9,049百万円の内数（ＪＮＴＯ運営費交付金）

・現地コンサル等の知見を活用したプロモーションの高度化
・関係者の訪日招請による、メディア・SNS等を通じた効果的な情報

発信を強化
・訴求力の高い国際的な大規模旅行博等への出展を拡大
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ＭＩＣＥ誘致の促進

○ 官民総力を挙げたMICE誘致の国際競争力強化・開催地の魅力向上等に向けた取組の推進、データを活用したマーケティン
グ、日本のMICE統一ブランドを活用した大規模キャンペーンを展開。

○ 国際機関や各国政府と連携しつつ、国際観光シンポジウムの開催を通じて、世界の観光政策の動向を踏まえた国内外の先進
事例の共有・発信を行い、観光政策の推進に結びつけていく。

日本MICEブランドの
活用

海外MICE専門見本市
への出展

MICEセミナーの開催

国連世界観光機関（UNWTO）・関係諸外国との連携による
国際観光シンポジウム等の開催

国連世界観光機関（UNWTO）・関係諸外国との連携による
国際観光シンポジウム等の開催

○ 国連による「持続可能な観光国際年」(2017年)を契機に、UNWTOで「責任ある旅行者」に焦点が当てられたことを踏まえ、
今回新たに、旅行者の責任の視点を含む持続可能な観光地づくりについてのプログラムを実施（事例の共有・発信）

(例) 海外旅行インフルエンサーによる、エコツーリズムなど持続可能な観光旅行の魅力、注目ポイント等に関する講演

我が国のMICE国際競争力強化に向け、国際営業力強化のためのコン
ベンションビューロー等に対する機能高度化支援、MICE全体目標の
達成度の共有や政策評価、PDCAを行うため経済波及効果の経年追跡
調査事業等を実施

MICEの国際競争力強化MICEの国際競争力強化

海外への発信力・訴求力を強化し、日本のMICE開催地としての認知
度向上と需要喚起を実施

JNTOのマーケティング展開JNTOのマーケティング展開

コンベンションビューロー等の
機能高度化支援

【MICE全体目標】
MICE関連訪日外国人消費相当額

2030年 8,000億円
（2020年 3,000億円）

○ 「持続可能な観光」に適う海外体験のあり方やそのメリットについて、若者を中心とした旅行者の意識向上や自身の成長
につながる講演等を実施

(例) 「持続可能な観光」に適う旅行の優良事例の収集・紹介、「持続可能な観光」体験が自身の成長やキャリア形成に与えた影響
などについての講演等

【概要】

観光庁（参事官（ＭＩＣＥ担当））： 156百万円
9,049百万円の内数（ＪＮＴＯ運営費交付金）
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○ 宿泊業をはじめとした観光産業では、他産業と比較して相対的に生産性が低い状況。加えて、宿泊業においては深刻な
人手不足が生じており、今後も拡大していくものと見込まれる。また、訪日外国人旅行者数の増大や宿泊者・旅行者の
ニーズの多様化など経営環境が大きく変化しており、従来の経営ノウハウから脱却し、変革する必要がある。

○ このため、生産性向上に関する取組の好事例の共有等やＡＩ等の導入により、宿泊施設や旅行会社等の生産性向上・高
付加価値を促し、地域の核となる観光産業の活性化を図る。

事業の内容事業の内容

観光産業の生産性向上推進事業

① 宿泊施設の生産性向上推進事業① 宿泊施設の生産性向上推進事業

ＩＣＴ等の活用により宿泊施設単体の生産性向上を支援するとともに、各宿泊施設間の連携を促し、地域の宿泊施
設全体の生産性向上を図るためのモデル事業を実施

【各宿泊施設の生産性向上】
・ 経営者のスキルアップや意識改革のためのワークショップを実施

【宿泊施設等の連携による生産性向上】
・ 複数の宿泊施設での社員の共同活用や滞在型体験プログラムの共同開発等のビジネス

モデルを構築

ウェブ・専門誌等の
活用による優良事例
の横展開、業界全体
への波及

• 国内の隠れた観光資源の発掘

• 個人の好みを踏まえたより高品質な旅行・宿泊サービスの
開発や適正価格での提供

旅行者・宿泊者の
ニーズ把握

② AI（人工知能）等導入による旅行・宿泊サービスの高度化事業② AI（人工知能）等導入による旅行・宿泊サービスの高度化事業

AI等活用イメージ 高度化イメージ

SNS、ビッグデータ
外国人旅行者データ等

DMO※ 旅行会社 宿泊事業者
※DMO（観光地域づくりの舵取り役）：Destination Management/Marketing Organization

AIツール等の活用による旅行・宿泊サービスの高度化の検証のためのモデル事業を実施

生産性向上

売上、単価、客数を
のばす生産性向上

効果的に経費削減
を行う生産性向上

観光庁（参事官（観光人材政策担当、旅行振興担当））：99百万円
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観光産業における人材確保・育成事業

◯ 観光先進国の実現を目指して、観光産業を我が国の成長に資する基幹産業とするためには、観光産業に携わる人材が質・量両
面において不足している。よって、「地域の観光産業を担う人材」及び「我が国の観光産業をけん引する人材」の各層におい
て、観光産業の担い手の確保・育成を図る。

地域の観光産業を担う人材の育成・確保

■産学連携の協議会を通じた「観光ＭＢＡ」の取組の展開

■海外における観光産業の経営人材育成に関する調査

産学連携コンソーシアムを活用した観光産業の人材育成

女性・シニア等の活躍促進を通じた宿泊業の人材確保 宿泊業における外国人材受入れ環境整備のためのプラットフォーム構築

■社会人向け教育プログラムを複数大学で実施

■就職後のミスマッチ解消に有効なインターン
シップ等の先進的な実践授業の実施

■女性・シニア等の人材確保・定着を図るためのモデル事
業の実施

■モデル事業により得たノウハウを宿泊業界全体に展開

■雇用環境整備のための調査やセミナー、外国人材向け
教材作成等の実施

■外国人材と受入れ宿泊施設の双方にとって有益
な情報を一元的に発信するＨＰの作成

採用関係
・地域で共同広報・説明会を開催
・旅館体験プログラムの実施

労務関係
・働きやすいシフト制の導入
・キャリアアップ研修の実施

トップレベルの経営人材育成

人材確保を実現 人材定着を実現

＜座学＞ ＜就業体験＞

旅館体験プログラムイメージ

・旅館の実務
・地域の魅力

・実際の旅館
業務を体験

地域で一体的に取組を実施

予算額：１４４百万円（前年度予算額：１２５百万円）

我が国の観光産業をけん引する人材の育成 予算額：１８百万円（前年度予算額：１６５百万円）

観光庁（参事官（観光人材政策担当））：162百万円
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歴史的資源を活用した観光まちづくりの担い手支援・育成

◯ 歴史的資源を活用した観光まちづくりを推進するためには、古民家等の活用のノウハウの蓄積がまだ少なく、それを
担う新たな専門人材の確保が必要であることから、平成30年度に引き続き、歴史的資源を活用した観光まちづくりの
担い手育成を目的としたセミナー・研修を実施し、担い手の創出を図る。

平成31年度の事業内容

■ 新たな担い手確保を目的としたキャッチアップセミ
ナーの実施

■ 前年の研修内容を拡充し、より実践的な内容を追加
した人材育成研修（応用編）の実施

歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進について

研修内容

【平成30年度研修（基礎編）】 研修開催地（四国・北陸・関東）
・観光まちづくり概念 ・エリアマネジメント ・アクティビティ事例
・法制度への対応（建築基準法、旅館業法、民泊法）
・ファイナンススキームの構築 ・ブランディング

【平成31年度研修（応用編）】
・テナント誘致方法 ・顧客との継続的関係構築（CRM）
・景観保存を目的とした計画の策定
・宿泊施設やレストランの運営方法及び運営上の注意点 等

政府では、平成28年９月に「歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォー
ス」を立ち上げ、各地域で古民家等を観光資源とし、再生、活用する民間有識者の
方々からヒアリングを計5回を行い、平成29年５月に、「人材」「自治体との連携・
情報発信」「金融・公的支援」「規制・制度改革」の4つを柱にとりまとめを実施。

2020年までに、全国
200地域で歴史的資源
を活用した観光まち
づくりを目指す。

歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース

〈歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース取りまとめ（「人材」部分抜粋）〉
料理人、設計・施工技能者、発地・着地オペレーター等の人材育成や、専門人材・企業リストの作成
を関係業界・企業等と連携して進める。

篠山城下町ホテル
NIPPONIA（篠山市）

集落丸山（篠山市）

歴史的資源を活用した観光まちづくりを担う人材の育成・確保

（セミナー風景） （グループワーク） （先進地域での合宿研修）

観光庁（観光資源課）：13百万円
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通訳ガイド制度の充実・強化

○訪日外国人旅行者の急増や多様化する訪日外国人旅行者のニーズに的確に対応するための業務独占規
制の廃止等の見直しを柱とする改正通訳案内士法の施行を踏まえ、新規参入した有資格者以外の外国語ガ
イドの実態把握や、有資格者の認知度向上・就業環境の整備に向けた取組を進める。

○改正通訳案内士法の施行により、通訳案内士に加えて、多様な
主体が外国語ガイドとして業界に参入しており、これら外国語ガイド
の質を高めていく環境が必要。

○通訳案内士は、訪日外国人旅行者に対して満足度の高いガイド
サービスを提供する人材であるものの、認知度・就業率は依然と
して低い状況。

（事業内容）
①多様な主体による外国語ガイドの実態把握調査
②通訳案内士の魅力等に関する情報発信
③通訳案内士の就業環境の整備 等

我が国の通訳ガイド人材

多様な主体による

ネイティブ

ボランティア
ガイド

海外勤務
経験者

地 域 通 訳 案 内 士
導入地域：29地域
登録者数：2,432名

全国通訳案内士
登録者数：24,298名

通
訳
案
内
士
法
上
の
有
資
格
者

ス

テ

ッ

プ

ア

ッ

プ

を

推

奨

通訳案内士法施行後の現状

３１年度 通訳ガイド制度の充実・強化

⇒上記取組を進めることにより、外国語ガイドに資格取得を促し、ガイド
業界全体の質の向上を図る。

観光庁（参事官（観光人材政策担当））：55百万円
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健全な民泊サービスの普及

◯ 健全な民泊サービスの普及を図るため、住宅宿泊事業法等に基づく民泊事業の適正な運営を確保するための取組を実施する。
①民泊物件の届出、登録等を行うためのシステムの運用を行うとともに、民泊サービスに係る問い合わせ等のためのコールセンターの運営を

行う。併せて、利便性の向上を図るためのシステムの改修を行う。
②違法民泊の排除等を促進するため、違法性が疑われる物件の確認に係るシステムの構築を行う。

①民泊制度運営システムの運用等

②違法民泊の排除等の促進

【１年目】
・システムの設計、開発、テストを行いシステムを構築。
【２年目（予定）】
・当該システムの運用開始。

＜システムイメージ＞

海外無登録仲介サ
イトにおける掲載物
件情報を収集

違法性が疑われる物件の特定を容易とするシステムを構築。

○ 民泊仲介サイトにおいては、物件の詳細な情報（住所等）が掲載されていない場合が多く、

違法性が疑われる物件の特定が困難。

掲載物件に係る住
所等の詳細な情報
を集約、一覧化

違法性が疑われる
物件を抽出、一覧化

コールセンターの運営

関係行政機関の情報共有

問合せ
苦情等

民泊制度運営システムの運用

事業概要

システムを介した
事業者からの
申請情報等

課題

事業概要

観光庁（観光産業課）：193百万円
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インフラを始めとした地域資源を活用したコンテンツの造成等
○ インフラを始めとした地域の観光資源のインバウンド対応を行い、新たなツアー造成を図ることで新たな観光需要の

創出を図るとともに、クルーズ旅客等の満足度向上・消費拡大を促進する。

インフラを観光資源として活用するインフラツーリズム

【事業内容】
○以下のインバウンド向けのツアー造成に向け、多言語案内板・Wi-Fi環境の整備、洋式トイレの整備、

見学エリア拡大に伴う安全対策、ＶＲ等を活用した体験型コンテンツの作成、ファムツアー等を実施する。

①世界に誇る日本の土木技術等を観光資源として活用するインフラツーリズム
【対象予定地域：首都圏外郭放水路・八ッ場ダム・宮ヶ瀬ダムなどインバウンド需要が見込める施設】

②クルーズ旅客等が利用する港湾周辺での水上交通及び地域の資源を活用したツアー（直轄事業、補助事業※）
【対象予定地域：第二海堡（東京湾）や水上交通でつながる地域の観光資源】
※補助事業 国費率：１／３、補助対象事業者：港湾管理者、地方自治体、民間事業者

首都圏外郭放水路の一般見学

宮ヶ瀬ダム

工事中の現場見学

八ッ場ダム

観光放流

水上交通及び地域の観光資源を活用したツアーイメージ

市内観光
クルーズ船 水上交通

発着地

水上交通

発着地

第二海堡開放のトライアルツアー

第二海堡（東京湾）や離島等の地域の観光資源

観光庁（観光資源課）：1,300百万円

（３）地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上

首都圏外郭放水路
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○最先端ICTを活用した観光

○有識者会議において新たな観光コンテンツ（公募対象事業）を選定。
○各展開事業は、担当の有識者が伴走し、有識者と共に官民連携して新コンテンツを作り上げ。

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業

〇 2020年の訪日外国人旅行消費額８兆円の目標達成に向け、世界での「コト消費」最高水準を目指すため、訪日観光における
消費拡大が期待できる新たな観光コンテンツや潜在的コンテンツを、民間事業者とともに開拓・育成する。

平成30年度実施概要
○潜在的な観光資源

○地方の医療・観光資源の活用
行政

自治体

医療

医療機関

観光

観光協会

宿泊関連業者 旅行代理店

①H30年度実施の新たな観光コンテンツ開拓のための基礎
マーケティング調査結果の詳細な分析

②有識者会議において選定されるコンテンツを対象に、課題
抽出等に係る調査事業や拡充のための展開事業

③取組拡大のためのガイドラインの策定・優良事例の展開

④情報発信コンテンツ造成・発信媒体の選定
⑤情報発信・観光コンテンツ情報提供

H31年度新規コンテンツ

H30年度からの継続コンテンツ

地域活性化に向けた観光コンテンツ拡充推進会議

夜間の観光資源等、必要な対象コンテンツ
について協議会を設置

有識者会議体制
事業概要

○インバウンド向けARスポーツ観戦（横浜アリーナ）

○お祭りの外国人受入れ(秩父)

○夜間の体験コンテンツ造成(石見神楽)

（全16件を実施）

○通年でのビーチウェディング（沖縄）

○温泉による美容改善体験（玉造温泉）

平成31年度実施予定事業

○夜間の観光資源

観光庁（観光資源課）： 1,300百万円

（高付加価値・長期滞在向けアグリツーリズモ）

宿泊

収穫体験

地域の野菜・畜産×有名シェフ
（VR等による可視化（観光資源の付加価値化））

出典：姫路市出典：姫路市

（地域資源の夜間活用×BARホッピング）

出典：姫路市出典：姫路市

夜間観光 ＢＡＲ夕食
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地域の観光戦略推進の核となるDMOの改革

【１】DMOの体制に対する支援

【２】DMOと連携したコンテンツ造成の取組に対する支援

世界水準のＤＭＯ形成促進事業

○ 全国各地で世界的な競争力を有する魅力ある観光地域づくりを促進するため、①全国の優良なDMOの体制を強化し、世界水準の
DMOの形成を促進するとともに、②国とDMOが連携し、訪日グローバルキャンペーンに活用できる優良なコンテンツの造成を推進する。

【事業内容】
インバウンドに対応したマネジメント体制が確立されたDMO（※）を対象に、以下の支援を実施。
※観光資源の所有者、宿泊事業者、アクティビティー等の事業者、旅行会社、交通事業者等のディスティネーションの関係者が体制に含まれていること。
※安定的かつ自立的な経営の確保が行われていること。

訪日グローバルキャンペーンに対応したコンテンツ造成事業

①事業対象の地域資源に関する調査
②地域資源を活用したコンテンツの企画・立案
③モデルツアーの実施

実施主体：地方運輸局（DMOと連携）

【事業内容】
訪日グローバル・キャンペーン（JNTO）に対応したコンテンツが、特に地方部をはじめとして、全国的に不足している状況を踏まえ、地方運輸局とＤＭＯが連
携して、訪日グローバルキャンペーンに活用できる新たな滞在型コンテンツを全国各地域に創出することが必要であることから、以下の取組を実施。

外国人旅行者に選好される
魅力的なコンテンツの開発・強化

訪日外国人旅行者が快適かつ安全に
周遊・滞在できる受入環境の整備

※地域の関係者による計画策定や
役割分担が行われていることが要件

フットパスツーリズム

【概要】
・里山、石橋、棚田等、日

本の昔ながらの原風景を
活かし、地域住民と触れ
合いながら歩く旅行商品
の開発

伝統工芸の体験

【概要】
・陶芸などの伝統的な工芸

を体験する、地域資源を
活かした体験型の旅行商
品の開発

【想定されるコンテンツ例】

DMOが重点的に求められる専門性

・インバウンドに関するデータ分析・誘客戦略の策定
※事業内容について、JNTOの確認を受けるとともに、JNTOと

連携して実施することが要件
・国外向けの戦略的な情報発信・プロモーション

※プロモーション方針についてJNTOの確認を受けることが要件

①インバウンドにより地域全体の経済効果を高めるための投資戦略やビジネスモデルを確立するための外部専門人材の登用
②OJT派遣や視察による中核人材の育成

JNTOが専門性を発揮した上で、それを補完する
役割を担う観点から求められる場合の副次的な専門性

補助対象：DMO 補助率：定額（①上限1,500万円、②上限500万円）

観光庁（観光地域振興課）：2,296百万円
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◯ 観光庁は、①文化庁・環境省と連携してわかりやすく魅力的な多言語解説文を作成できる英語のネイティブラ
イター等の専門人材をリスト化し、②地域に派遣し解説文の作成を支援。及び、③解説文作成のノウハウを蓄
積し、他地域へ横展開できるようガイドラインを作成。

◯ 文化庁においては世界文化遺産や国宝・重要文化財等について、環境省においては国立公園について、最先端
技術も駆使しながら外国人に魅力ある観光ストーリーを多言語発信支援。

観光庁：地域観光資源の多言語解説整備支援事業

専門人材

①ネイティブ専門人材のリスト化
②解説文の作成費用 １００地域程度
③ガイドライン作成

文化庁：世界文化遺産や国宝・重要文化財等 環境省：国立公園３４公園

・ 地域の文化財を一体的に整備・支援
・ 観光資源としての価値を高める美装化への支援
・ 文化財の魅力を伝える案内板・解説板の設置

※Writer/Editorを派遣し、文化財
の魅力ある多言語解説文の作成
支援

※Writer/Editorを派遣し、国立
公園の魅力ある多言語解説文の
作成支援

※タッチパネル式解説板による案内
（日本語音声・多言語字幕）

※2次元コードによる自然資源の
多言語解説の整備（多言語音声
・テキスト）

・ 登山道やビジターセンター、トイレ等基盤的な利用施設の整備
・ 自然を活かした体験型コンテンツの充実、ガイド人材の育成
・ 国立公園の魅力を伝える案内板・解説板の設置

地域観光資源の多言語解説整備支援事業 観光庁（観光資源課）：1,000百万円
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日本博を契機とした観光コンテンツの拡充

文化資源(文化財等)を活用したインバウンドのための環境整備

15

文化財多言語解説整備事業Living History
（生きた歴史体感プログラム）

文化財に新たな付加価値を付与し、より魅力的
なものとするための取組(Living History)を支
援することなどにより、文化財の活用による地域活
性化の好循環を創出

訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足
度を向上させるため、文化財に対して多言語で先進
的・高次元(VR、AR技術､QRコードなど)な解説の
整備などを実施

（ＡＲ技術を使用した多言語解説） （音声ガイドの多言語解説） （ＨＰの多言語解説）

二条城
（第３代将軍徳川家光による
後水尾天皇への饗応を再現）

日本博の開催を契機として、これまでにない形で文化財を活用した
インバウンド向けの観光コンテンツを全国各地で創出し、訪日外国人
の地方誘客・消費拡大を促進

姫路城
（千姫の生活体験）

大宰府
（梅花の宴（古代食の提供））

『連獅子』

客席

能『羽衣』

狂言『花盗人』

『義経千本桜』
組踊公演
『二童敵討』

歌舞伎、能狂言、文楽、日本舞踊、琉球舞踊など
のダイジェスト版を多言語で講演

我が国を代表する国
宝・重要文化財を縄文
から近代の作品まで、
多言語で集中展示

日本文化の魅力発信
先端技術(VR、AR等高精細画像やクローン文化財等の高精細レプリ

カ)を駆使し、日本の歴史・芸術・伝統的な文化財や風景などを効果的
に国内外に発信するとともに、国家ブランディングを推進

ＶＲにより1030体の仏像群を再現高精細グラフィックシートによる装飾 国宝火焔型土器のレプリカ風神雷神図屏風のレプリカ

ＪＮＴＯサイト内で多言語対応の文化財情報を発信

① 動画のほか、VR等の先進的なコンテンツを掲載
② コンテンツの二次利用等を原則として可能とする
③ 日本博をはじめとした多様なコンテンツを掲載

文化遺産・観光コンテンツバンク文化遺産
オンライン

【目指す姿】 観光客数増
・観光客の満足度向上

文化財の
付加価値を

高める

増えた収益を
文化財に再投資

好循環の
創出

【目指す姿】

文化遺産・観光コンテンツバンクの創設

空港における文化財の魅力発信

・観光客の滞在期間
長期化＆リピーター増

・地域活性化
・特別料金の徴収等

国宝『火焔型土器』
縄文時代

国宝『十一面
観音立像 』

奈良時代

重文
『色絵月梅図茶壺 野々村仁性清』

江戸時代前期

重文
『樫鳥糸肩赤威胴丸』

室町時代

国宝『太刀 三条宗近
（名物三日月宗近）』

平安時代

国宝『花下遊楽図屏風 狩野長信』
江戸時代前期

国宝『鳥獣人物戯画』
平安時代

国宝『桜図長谷川久蔵』
安土桃山時代

観光庁（文化庁）：10,000百万円
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国立公園のインバウンドに向けた環境整備

多言語解説の整備・充実

・民間商業施設等の導入を前提とした廃屋撤去、
文化資産への興味を喚起するまちなみ改善、
インバウンド対応等による利用拠点エリアの
刷新

利用拠点の滞在環境の上質化

・ＩＣＴ等を活用した自然観光資源等
の分かりやすい多言語解説の充実

野生動物観光のコンテンツづくり推進

・ 全国各地で保護施設の観光客への公
開を含むインバウンド野生動物ツアー
（ナイトツアーを含む）を造成

オオワシツキノワグマ

現状 海外では…

釧路湿原野生生物保護センター
（傷ついたシマフクロウを保護）

オランウータン保護施設
（マレーシア）の事例

ビジターセンターのインバウンド対応機
能強化とＶＲ等を活用した展示の充実

360°ＶＲ映像 ４面ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ

・予約機能を備えたツアーデスクにおい
て、自然を満喫できるアクティビティ
等の情報を一元的に多言語で提供

・最新デジタル技術を活用し国立公園の
理解を深めることにより、国立公園
深部の利用を促進

予約まで一気通貫可能な国立公園一括情報サ
イト構築

・JNTOグローバルサイト（約27％が訪日時の
情報源として使用）内に、全国の国立公園の
モデルルートや体験アクティビティを掲載

新宿御苑における国立公園の情報発信強化

廃屋撤去跡地に新たな民間事業を導入(イメージ)

アイヌ文化の魅力を感じられる利用拠点のまちなみ（阿寒摩周国立公園）

（一括情報サイトのイメージ）
利便性の高いニュージーランド政府観光局ウェブサイト

① 訪日外国人の満足度を向上させる国立公園の磨き上げ ②インバウンドに向けた新たなプロモーション

携帯でコードを読み取ると
多言語で解説を読み上げる
Uni-voiceを使用
（Wi-Fi環境が不要）

日本地図にタブレットをかざすこ
とで、各公園の特徴や絶景を放映

インフォメーションセンター前
にデジタルサイネージの設置

・年間250万人の来苑者の約半数が外国人で
ある新宿御苑を、VR等を用いた全国の国立公
園の情報発信拠点に刷新

・全国からの植物等が集まる新宿御苑において、
自動案内アプリ活用した苑内ツアーを実施

観光庁（環境省）：5,080百万円
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広域周遊観光促進のための観光地域支援事業

○ 訪日外国人旅行者等の各地域への周遊を促進するため、調査・戦略策定からそれに基づく滞在コン
テンツの充実、広域周遊観光促進のための環境整備、情報発信・プロモーションといった、地域の関
係者が広域的に連携して観光客の来訪・滞在促進を図る取組に対して総合的な支援を行う。

・補助対象事業：
各DMO策定の事業計画に位置づけられた訪日外国人旅行者の

誘客を目的とする以下の取組（ただし、地方ブロック毎に開催
される連絡調整会議における調整を行ったものに限る）

※DMO（観光地域づくりの舵取り役）:Destination Management/Marketing Organization

①調査・戦略策定

②滞在コンテンツの充実

③広域周遊観光促進のための環境整備

④情報発信・プロモーション

二次交通検索サイトの整備クルーズ船を活用した
コンテンツの開発

具体的な支援イメージ

・補助率：
定額（調査・戦略策定）
事業費の1/2（滞在コンテンツの充実、広域周遊観光促進の

ための環境整備、情報発信・プロモーション）
※継続事業については2年目:2/5、3年目:1/3

・補助対象者：
事業計画に位置づけられた事業の実施主体
（訪日外国人旅行者のニーズに応える取組を行う
DMOその他民間事業者、地方公共団体）

連絡調整会議

地方運輸局

観光庁 JNTO関係事業者

・事業計画の調整の実施
・国による調査事業の実施・共有

有識者

マーケティング調査

データに基づき、訪
日外国人旅行者に対
して訴求力のある各
種取組を実施するた
めの調査・戦略策定
に係る取組に対して
支援。

調査結果や策定され
た戦略に基づき、訪
日外国人旅行者の滞
在の促進に繋がるコ
ンテンツの充実に係
る取組に対して支援。

滞在コンテンツの
充実とあわせて、
エリア内での周遊
を促すための環境
整備に係る取組に
対して支援。

調査結果や策定され
た戦略に基づき、エ
リア内のコンテンツ
の魅力や周遊を促す
ための受入環境に関
する情報の効果的な
発信に係る取組に対
して支援。

事業計画 事業計画事業計画

広域連携DMO地域連携DMO 地域DMO

DMO実施事業 DMO実施事業 DMO実施事業

民間事業者
実施事業

民間事業者
実施事業

民間事業者
実施事業

地方公共団体
実施事業

地方公共団体
実施事業

地方公共団体
実施事業

とりまとめ 策定 とりまとめ 策定 とりまとめ 策定

支援制度

観光庁（観光地域振興課）：1,391百万円
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テーマ別観光による地方誘客事業

〇 共通の観光資源への興味・関心を動機として全国各地を訪れる「テーマ別観光」は、旅行者に新たな地域への来訪を促すもの
であることから、テーマ毎の旅行需要を創出するため、各地域の組織から構築されるネットワーク組織を対象として、全国各地に点
在するテーマ毎の観光資源のネットワーク化による情報発信力の強化等を支援する。

これまでの選定テーマ

本事業で実施できる取組の例

１.観光客のニーズや満足度を調査する
ためのアンケートやモニターツアー

2. 観光客の受入体制の強化に係る取組

3. 1の調査結果等を踏まえた情報発信

4. ネットワーク拡大に向けた取組

ネットワーク化のイメージ

同じテーマで観光振興を
図る複数地域による地域
連携協議会を設置し、
ネットワーク化を促進、
情報発信力を強化

Ｘ地域 Ｚ地域

Ｗ地域Ｙ地域

・エコツーリズム
・街道観光
・酒蔵ツーリズム
・社寺観光 巡礼の旅
・明治日本の産業革命遺産
・ロケツーリズム

・アニメツーリズム
・古民家等の歴史的資源
・サイクルツーリズム
・全国ご当地マラソン
・日本巡礼文化発祥の道
・忍者ツーリズム
・百年料亭

・Industrial Study Tourism
・ONSEN･ガストロノミー

ツーリズム
・郷土食探訪

～フードツーリズム～
・宙ツーリズム

期待される効果

地 域

旅行者

・特定のテーマに関心の
高い旅行者にとって
より魅力的な旅行を享受

・旅行者の複数地域への
来訪需要を創出

・地域間で課題や成功事例
を共有することによる、
効果的な観光振興策を
推進

平成28年度から選定 平成29年度から選定 平成30年度から選定

観光庁（観光資源課）：74百万円
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○ 地方への誘客や消費の拡大を進めるべく、訪日外国人の大幅な増加などにより変化の著しい旅行者の消費実態
を的確に把握すると共に、都道府県レベルの入込客数・消費額を明らかにする地域観光統計を整備し、観光地域
づくりを支援する。

地域観光統計
●都道府県毎の宿泊・日帰り旅行別の入込客数や宿泊費・飲食費等の費目別の消費実態を明らかにする。

※上記３統計の結果を基に、加工して作成

訪日外国人消費動向調査
●訪日外国人の旅行動向・消費実

態、再訪意向・満足度等を明らか
にする。

旅行・観光消費動向調査
●国民の旅行の実態を

把握するとともに、観光
消費の経済波及効果
を明らかにする。

＜外国人＞ ＜日本人＞

宿泊旅行統計調査
●我が国における日本人・外国人の

宿泊旅行の実態を明らかにする。

平成29年 国籍・地域別
訪日外国人旅行消費額

（平成29年 都道府県別外国人延べ宿泊数（単位：万人泊）） （平成29年 国籍・地域別の宿泊者の構成）

中国

16,947 億
円

38.4%

台湾

5,744億円
13.0%

韓国

5,126億円
11.6%

香港

3,416億円
7.7%

米国

2,503億円
5.7%

タイ

1,250億円
2.8%

オーストラリア

1,118億円
2.5%

英国

669億円
1.5%

シンガポール

664億円
1.5%

マレーシア

597億円
1.4%

フランス

571億円
1.3%

ベトナム

566億円
1.3%

カナダ

549億円
1.2%

フィリピン

482億円
1.1%

インドネシア

456億円
1.0%

ドイツ

356億円
0.8%

イタリア

241億円
0.5%

スペイン

212億円
0.5%

インド

212億円
0.5%

ロシア

154億円
0.3%

その他

2,331
億円

5.3%

平成29年
訪日外国人
旅行消費額

4兆4,162億円

20.4 19.7 19.4 20.2 18.4 20.4
21.0 21.1

25,000

27,000

29,000

31,000

33,000

35,000

0

5

10

15

20

25

2010 11 12 13 14 15 16 17
消費額（宿泊） 消費額（日帰り）
旅行者数（宿泊） 旅行者数（日帰り）

（（兆円） （万人）（日本人国内旅行消費額と旅行者数）

1,978 

1,167 

770 

556 

462 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

東京都

大阪府

北海道

京都府

沖縄県
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北海道運輸局

東北運輸局

関東運輸局

北陸信越運輸局

中部運輸局

近畿運輸局

中国運輸局

四国運輸局

九州運輸局

沖縄総合事務局

中国,24%

台湾,41%

中国,26%

台湾,29%

中国,45%

中国,25%

台湾,17%

台湾,27%

韓国,45%

韓国,28%

台湾,20%

中国,17%

台湾,11%

中国,11%

台湾,13%

韓国,16%

韓国,12%

香港,18%

台湾,17%

台湾,24%

韓国,18%

韓国,8%

アメリカ,11%

香港,11%

香港,7%

台湾,15%

中国,11%

中国,16%

香港,12%

中国,22%

香港,11%
アメリカ,7%

韓国,7%
韓国,6%

韓国,6%

香港,10%

香港,10%

韓国,12%

中国,11%

香港,12%

タイ,6%

香港,6%

香港,6%

オーストラリア,5%

タイ,4%

アメリカ,5%

欧州,10%

アメリカ,4%
アメリカ,2%

アメリカ,5%

その他,21%

その他,22%

その他,40%

その他,39%

その他,25%

その他,29%

その他,40%

その他,24%

その他,13%

その他,9%

観光庁（観光戦略課）：653百万円
（４）観光統計の整備
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◯ 「東北６県の外国人宿泊者数を2020年に150万人泊」の目標実現に向け、東北地方の風評被害を払拭し、
東日本大震災の影響により大きく落ち込んだ訪日外国人旅行者を回復させるため、東北地方の地方公共団体
が実施する訪日外国人旅行者を呼び込むための取組を引き続き支援する。

東北観光復興対策交付金

・交付対象事業：東北地方の地方公共団体が策定する観光復興対策実施計画に基づき実施する、訪日外国人旅行者を

呼び込むための以下の取組
①観光復興促進調査事業 ②地域取組体制構築事業 ③プロモーション強化事業

④受入環境整備事業 ⑤滞在コンテンツ充実・強化事業 ⑥国際会議等誘致・推進事業

※原則として、複数の地方公共団体が連携して広域的に事業を行うものを支援

・交付対象事業者：東北地方の地方公共団体 ・交付率：事業費の８／１０以内

受入環境整備事業 プロモーション強化事業滞在コンテンツ充実・強化事業

（事業例）
東北６県が連携して
実施する、多言語
ＨＰ等の制作による
冬の東北の魅力と
スノーコンテンツの
情報発信

旅行会社・メディア・インフルエンサーの招
請、動画作成、イベントの開催・旅行博出展等、
地域の情報発信の強化に関する取組

多言語観光案内看板の設置、Wi-Fi環境の整
備、二次交通の整備等、旅行環境の整備や円滑化
等に関する取組

滞在プログラム開発等、地域資源を掘り起こ
し、観光への活用により旅行者の滞在促進に資
する取組

（事業例）地域の名産を使った北東北の食を
巡るツアー等の旅行商品造成

（事業例）レンタカーを活用したドライブ周遊
観光の利便性向上

・インバウンド誘客に直接資する取組として、滞在コンテンツ充実・強化事業、受入環境整備事業、プロモーション強化

事業に対して重点支援。

支援内容

重点的に支援する事業

(５)東北の復興(復興枠)
観光庁（観光地域振興課）：3,209百万円
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JNTOによる東北観光復興プロモーション

○ 東北に特化した海外主要市場向けのデスティネーション・キャンペーンとして、集中的な訪日プロモーショ
ンを、東北運輸局・東北観光推進機構・東北の地方自治体及び観光関係者と連携しつつ実施し、東
北の魅力を強力に発信する。

東北観光復興プロモーション

・知名度向上（グローバルメディア、海外の著名人を活用した情報発信）
・メディアや旅行会社の招請（イベントや商談会の活用）
・送客促進（オンライン旅行会社等と連携した送客促進）

グローバルメディアを
活用した情報発信

商談会を活用した
旅行会社の招請

オンライン旅行会社等と
連携した送客促進

集中的なプロモーションにより東北地域への誘客を強力に促進

観光庁（国際観光課）：1,000百万円
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〇 福島県においては、東北地方の中でも特に風評被害が大きく、国内観光客についても震災前の水準まで回
復していない。特に教育旅行においては震災前の７割程度と回復が遅れている状況。
〇 福島県における早期の観光復興を最大限に促進するため、同県が福島県観光関連復興事業実施計画に基
づいて実施する国内向け風評被害対策や、教育旅行の再生などの震災復興に資する観光関連事業を支援。
（補助率：事業費の８／１０以内）

魅力と安全性の発信

福島ならではの学習プログラム造成と
県外への情報発信強化による教育旅行再生

学習プログラム造成

・教育旅行関係者の招へい、
モニターツアー
・教育素材、モデルコースのＰＲ

・震災語り部のスキルアップ研修
・地域に即した学習プログラムの作成

・教育旅行専門誌への広報
・教育旅行誘致キャラバンの強化

継続的な観光地域づくりに向けた取組体制の構築と
福島ならではの地域資源を活かした観光ブランドの
育成

観光地域づくり総合推進

観光地ブランド周遊観光推進

・復興ツーリズムのモデルコースの造
成、利用者と地域のマッチング窓口
の設置等

・ 「花」「温泉」「日本酒」の観光資源を
活用、ブランド化しＰＲ

・スタンプラリー等による県内周遊の
促進

県外への情報発信強化

全国新酒品評会で史上初
の６年連続で金賞受賞数
日本一を達成し、高い品質
が認められた福島の酒蔵に
食と文化をあわせた周遊
パスポートを作成し、県内
周遊を促進。

中高生を対象に被災地で
営む飲食店経営者、旅館
女将、医師等と直接対話。
福島のこれまでと今を学ぶ
モニターツアーを実施。

福島県における観光関連復興支援事業

教育旅行再生国内プロモーション

観光庁（観光地域振興課）：300百万円
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（参考）三の丸尚蔵館の整備

伊藤若冲「動植綵絵」

三の丸尚蔵館は、皇室に代々受け継がれた絵画・書・工芸品などの美術品類が平成元年（1989）6月、国に
寄贈されたのを機に、これらを環境の整った施設で大切に保存・管理するとともに、調査・研究を行い、併せて一般
にも展示公開することを目的として、平成5年（1993）11月3日に開館。その後、香淳皇后のご遺品等が加わり、
現在約9,800点の美術品類を収蔵し、テーマに沿った展示を通して、公開されている。
新たな観光需要の創出につなげるため、外国人訪問者が皇室の貴重な美術品等に接する機会をより充実させ、
観光資源として活用する。

三の丸尚蔵館

狩野永徳「唐獅子図屏風」）

三の丸尚蔵館の整備概要

○ 2019年から工事に着手し、一部を2022年に開館。全館開館は2025
年の予定。

○ 展示面積の拡大（約160㎡ → 約1,300㎡）
○ 収蔵スペースの確保と保存環境の改善
○ 情報発信機能の強化

三の丸尚蔵館収蔵品

宮内庁：1,500百万円
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外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充（消費税・地方消費税）

既に消費税免税店の許可を受けている事業者が、地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合において、簡素な手続きに
より免税販売を可能とする「臨時免税店制度」を新たに創設することにより、地域の特産品等の販売機会を増やし、外国人旅行者
への販売機会の増加に繋げ、外国人旅行消費額のより一層の拡大と地方を含めた免税店数の更なる増加を図る。

施策の背景

要望の結果

・「訪日外国人旅行消費額を2020年８兆円、2030年15兆円とする」
・「地方における消費税免税店数を2018年に２万店規模へと増加」

○「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成28年３月30日決定）
○「観光立国推進基本計画」（平成29年３月28日閣議決定）

免税店数の推移 三大都市圏と地方部の免税店数

〇既に消費税免税店の許可を受けている事業者が、７月以内の期間を定めて臨時免税店を設置
する場合において、あらかじめその承認を受けているときは、届出により免税販売を可能とする
「臨時免税店制度」を新たに創設する。

〈第一弾〉（平成26年10月運用開始）〈第一弾〉（平成26年10月運用開始）

・一般物品に加え、消耗品も消費税の免税
対象に追加

〈第二弾〉 （平成27年４月運用開始）〈第二弾〉 （平成27年４月運用開始）

・免税手続きの第三者への委託を可能とし、
一括カウンターの設置 等

〈第三弾〉 （平成28年５月運用開始）〈第三弾〉 （平成28年５月運用開始）

・一般物品の購入下限額引下げ
・購入者誓約書の電磁的記録による保存等

これまでの消費税免税制度の拡充

○多数の外国人旅行者の参加が見込まれる「ラグビーワールドカップ2019」
「東京2020オリンピック・パラリンピック」等の開催を控えており、イベント等に
出店する場合において免税販売を可能とする環境整備が焦眉の急

〈第四弾〉〈第四弾〉

・一般物品と消耗品の合算
・免税販売手続きの電子化

○地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合において、免税販売を
行いたいという、既に消費税免税店の許可を受けている事業者からのニーズ

地域の特産品等の販売機会を増やし、外国人旅行
消費のより一層の拡大と地方を含めた免税店数の
更なる増加を図る

合算 ： 平成30年７月運用開始
電子化： 平成32年４月運用開始予定
合算 ： 平成30年７月運用開始
電子化： 平成32年４月運用開始予定（ ）

臨時免税店の設置に係る事前承認

臨時免税店の届出

出店時

納税地
所轄税務署

納税地
所轄税務署

申請 承認

既に消費税免税店の
許可を受けている事業者

届出
（前日まで）

出店
（７月以内）
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非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策

本年７月の豪雨、９月の台風２１号をはじめ、各地で豪雨・台風等の災害が頻発・激甚化している中で、急増する
訪日外国人旅行者等が災害発生時でも安心して旅行を継続できるよう、全国において、迅速に運行等に関する
情報収集を可能とするための旅客施設、車両等における多言語での情報提供や非常時のスマートフォン等の充
電を行うための非常用電源設備等の整備への支援を展開する。

１．補助対象事業者 公共交通事業者等

２．補助率 国：１／２等

旅客施設、車両等における
多言語での情報提供の充実

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 （交通サービスインバウンド対応支援事業）

平成30年度二次補正予算：３．０億円

非常時のスマートフォン等
の充電環境の確保

■非常用電源装置・ 携帯電話充電設備等
■多言語拡声装置等

■携帯型翻訳機

＜非常用電源の配置箇所・用途＞

○空港（那覇空港、大分空港、広島空港 他）

ターミナル内で携帯電話充電機器等を稼働さ

せるための電源の供給 等

○駅（JR北海道管内の駅 他）

駅の館内放送設備、携帯電話の充電や案内

に必要な機器等を稼働させるための電源の供
給 等

○バスターミナル（広島バスセンター、熊本交通セ
ンター、那覇バスターミナル 他）

バスターミナルにおいて携帯電話の充電や案

内に必要な機器等を稼働させるための電源の
供給 等

○旅客船ターミナル（苫小牧港、徳島港、神戸港
他）

フェリー事業者が燃料ポンプ、携帯電話の充
電や案内に必要な機器、発券機等を稼働させ
るための電源の供給 等
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◯ 災害弱者となりやすい高齢者・障害者等を含めた訪日外国人旅行者に安全・安心な滞在環境の提供を拡大していくた
めには、他の改修に比べて特に大規模な改修が必要となり宿泊事業者が改修を躊躇しがちなバリアフリー客室（車椅子
使用者用客室等）の整備を重点的に支援していく必要。

○ このため、高齢者・障害者等の要配慮者の受入体制等に関して、一定の要件を満たす宿泊施設が実施するバリアフ
リー客室の整備を加速化させ、一時滞在施設や避難所となる施設の防災機能強化を図る。

＜現状等＞ 車椅子使用者用客室を１室以上設けている宿泊施設の割合：32.0％（全国606施設から回答）
出典：国土交通省「ホテル又は旅館のバリアフリー客室基準の見直しに関する検討会」資料（平成30年2月）

車椅子使用者用客室の設置数基準：床面積2,000㎡以上、かつ客室総数が50室以上のホテル又は旅館を建築する場合、
建築する客室の総数の１％以上（2019年9月1日施行） ※建築とは新築、増築、改築又は用途変更をいう。

事業の内容

宿泊施設バリアフリー化促進事業

○ 災害等の非常時においても、高齢者・障害者等を含めた訪日外国人旅行者が安全・安心に宿泊施設を利用することが可能となる。
○ 高齢者・障害者等を含めた訪日外国人旅行者への対応にかかる宿泊事業者の人的コストが軽減され、効率的な経営に寄与する。

車椅子使用者用客室の整備

期待される効果

旅館業法の営業許可を得た宿泊施設（旅館・ホテル等）のうち、
次の２つの要件を満たす宿泊施設が実施するバリアフリー化改修に対して支援を行う。

①地方自治体との間で、災害時における宿泊施設の提供に関する協定（高齢者・障害者などの要配慮者等への提供が
定められたものに限る）を締結している組合等に所属していること

②訪日外国人旅行者の高齢者・障害者等が宿泊した実績を有すること

［バリアフリー化改修内容］
客室の大規模改修等(車椅子使用者用客室等の整備)
：１／２補助
１者当たり上限1,000万円

平成30年度二次補正予算 ： ２．７億円
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注：（※）の事業には、国際観光旅客税財源充当事業を含む。なお、国際観光旅客税財源充当事業については執行官庁により整理。 

 
 

 

 

 
◆最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現等 
○ 円滑かつ厳格な出入国管理体制の整備等【法務省】（199.1億円の内数）（※） 

○ 円滑な通関等の環境整備等【財務省】（1091.6億円の内数）（※） 

○ 先進的なボディスキャナー等保安検査機器の導入（保安検査の高度化）【国土交通省】（111.6億円） 

○ FAST TRAVELの推進【国土交通省】（35.0億円）（※） 

○ 複数空港の一体運営（コンセッション等）の推進（空港経営改革推進）【国土交通省】（5.7億円の内数） 

○ 地方空港における国際線の就航促進（地方空港受入環境整備事業）等【国土交通省】 

（8.0億円及び1052.9億円の内数） 

○ 首都圏空港の機能強化（羽田空港・成田空港）【国土交通省】（814.3億円の内数） 

○ クルーズ船の受入環境整備の推進【国土交通省】（2760.1億円の内数及び7.1億円） 

◆公共交通利用環境の革新 
○ 公共交通利用環境の革新等【国土交通省】（55.0億円）（※） 

◆通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現 
○ ICT等を活用した多言語対応等による観光地の「まちあるき」の満足度向上【国土交通省】（30.5億円）（※） 
○ 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業【国土交通省】（54.7億円） 

○ 公衆無線LAN環境整備支援事業【総務省】（11.8億円） 

○ グローバルコミュニケーション計画の推進－多言語音声翻訳技術の研究開発及び社会実証－【総務省】 

（271.0億円の内数） 

◆若者のアウトバウンド活性化 
○ 旅行安全情報共有プラットフォームを通じた旅行者の安全の確保【国土交通省】（2.5億円）（※）  

◆訪日プロモーションの戦略的高度化及び多様な魅力の対外発信強化 
○ 訪日プロモーション事業【国土交通省】（142.0億円）（※） 

◆産業界ニーズを踏まえた観光経営人材の育成・強化 
○ 観光産業における人材育成事業【国土交通省】（1.8億円） 

◆魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放等 
○ 迎賓館赤坂離宮・京都迎賓館の公開・開放【内閣府】（11.0億円） 

○ 皇居関係施設参観・公開拡充の取組の推進【内閣府】（9.3億円） 

○ インフラを始めとした地域資源を活用したコンテンツの造成等【国土交通省】（13.1億円）（※） 

○ 三の丸尚蔵館の整備に係る経費（皇室費）【内閣府】（15.0億円）（※） 

◆新たな観光資源の開拓及び広域観光周遊ルートの世界水準への改善 
○ 最先端観光コンテンツインキュベーター事業【国土交通省】（13.0億円）（※） 

○ 広域周遊観光促進のための観光地域支援事業【国土交通省】（13.9億円） 

○ 地域観光資源の多言語解説整備支援事業【国土交通省】（10.0億円）（※） 

◆世界水準の DMO の形成・育成 
○ 地域の観光戦略推進の核となるDMOの改革【国土交通省】（23.0億円）（※） 
◆文化財の観光資源としての開花 
○ 文化資源（文化財等）を活用したインバウンドのための環境整備【文部科学省】（100.0億円）（※） 

◆国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化 

○ 国立公園満喫プロジェクト等推進事業【環境省】（162.5億円）（※） 

◆古民家等の歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進 
○ 文化財の適切な修理等による継承・活用等【文部科学省】（38.9億円の内数） 

○ 農山漁村振興交付金（農泊推進対策）【農林水産省】（52.6億円） 

参考：観光ビジョン関係主要施策の平成 31 年度当初予算（政府全体） 
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2003年 １月 小泉総理が｢観光立国懇談会｣を主宰 

４月 ビジット・ジャパン事業開始 

2006年 12月 観光立国推進基本法が成立 

2007年 ６月 観光立国推進基本計画（閣議決定） 

2008年 10月 観光庁設置 

2012年 ３月 観光立国推進基本計画改定（閣議決定） 

2013年 ３月 観光立国推進閣僚会議の設置 

12月 訪日外国人旅行者数1000万人達成 

2015年 11月 「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」を開催 

12月 訪日外国人旅行者数2000万人達成 

2016年 ３月 「明日の日本を支える観光ビジョン」 
（明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定） 

2017年 ３月 観光立国推進基本計画改定（閣議決定） 

５月 「観光ビジョン実現プログラム2017」(観光立国推進閣僚会議決定) 

12月 「国際観光旅客税（仮称）の使途に関する基本方針等について」 
   （観光立国推進閣僚会議決定） 

2018年 ４月 国際観光旅客税法が成立 

 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に 

   関する法律の一部を改正する法律が成立 

６月 「観光ビジョン実現プログラム2018」(観光立国推進閣僚会議決定) 

12月 訪日外国人旅行者数3000万人到達 

    「国際観光旅客税（仮称）の使途に関する基本方針等について」 
（平成29年12月22日観光立国推進閣僚会議決定）の一部変更 
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訪日外国人旅行消費額

新たな目標への挑戦！

地方部での外国人延べ宿泊者数

外国人リピーター数

日本人国内旅行消費額

訪日外国人旅行者数 2020年： 4,000万人 2030年： 6,000万人

2020年： 8兆円 2030年： 15兆円

2020年： 7,000万人泊 2030年：1億3,000万人泊

2020年： 2,400万人 2030年： 3,600万人

2020年： 21兆円 2030年： 22兆円

明日の日本を支える観光ビジョン 新たな目標値

（2015年の約2倍）※ （2015年の約3倍） ※

（2015年の2倍超） ※ （2015年の4倍超） ※

（2015年の3倍弱） ※

（2015年の約2倍） ※

（2015年の5倍超） ※

（2015年の約3倍） ※

（最近5年間の平均から約5％増）※ （最近5年間の平均から約10％増） ※

安倍内閣６年間の成果

戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワーク拡大
など、大胆な「改革」を断行。

・訪日外国人旅行者数は、約3.7倍増の3,119万人に

・訪日外国人旅行消費額は、約4.2倍増の４.５兆円に

（2012年） （2018年）

836万人 ⇒ 3,119万人

１兆846億円 ⇒ 4兆5,064億円

※ （）内は観光ビジョン策定時である2015年時点との比較
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視 点 １
「観光資源の魅力を極め、

地方創生の礎に」

視 点 ２
「観光産業を革新し、国際競争力
を高め、我が国の基幹産業に」

視 点 ３

「すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に」

■「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、
そして世界に開放
・赤坂や京都の迎賓館などを大胆に公開・開放

■「文化財」を、「保存優先」から観光客
目線での「理解促進」、そして「活用」へ
・2020年までに、文化財を核とする観光拠点を
全国で200整備、わかりやすい多言語解説など
1000事業を展開し、集中的に支援強化

■「国立公園」を、
世界水準の「ナショナルパーク」へ
・2020年を目標に、全国５箇所の公園について
民間の力も活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善

■おもな観光地で「景観計画」をつくり、
美しい街並みへ
・2020年を目途に、原則として全都道府県・
全国の半数の市区町村で「景観計画」を策定

■古い規制を見直し、
生産性を大切にする観光産業へ
・60年以上経過した規制・制度の抜本見直し、
ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経営人材育成、民泊ﾙｰﾙの整備、
宿泊業の生産性向上など、総合ﾊﾟｯｹｰｼﾞで
推進・支援

■あたらしい市場を開拓し、
長期滞在と消費拡大を同時に実現
・欧州・米国・豪州や富裕層などをﾀｰｹﾞｯﾄにした
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、戦略的なﾋﾞｻﾞ緩和などを実施

・MICE誘致・開催の支援体制を抜本的に改善
・首都圏におけるﾋﾞｼﾞﾈｽｼﾞｪｯﾄの受入環境改善

■疲弊した温泉街や地方都市を、
未来発想の経営で再生・活性化
・2020年までに、世界水準DMOを全国100形成
・観光地再生・活性化ﾌｧﾝﾄﾞ、規制緩和などを
駆使し、民間の力を最大限活用した
安定的・継続的な「観光まちづくり」を実現

■ソフトインフラを飛躍的に改善し、
世界一快適な滞在を実現
・世界最高水準の技術活用により、出入国審査の
風景を一変

・ｽﾄﾚｽﾌﾘｰな通信・交通利用環境を実現
・ｷｬｯｼｭﾚｽ観光を実現

■「地方創生回廊」を完備し、
全国どこへでも快適な旅行を実現
・「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能化
・新幹線開業やｺﾝｾｯｼｮﾝ空港運営等と連動した、
観光地へのｱｸｾｽ交通充実の実現

■「働きかた」と「休みかた」を改革し、
躍動感あふれる社会を実現
・2020年までに、年次有給休暇取得率70％へ向上
・家族が休暇をとりやすい制度の導入、休暇取得
の分散化による観光需要の平準化

これまでの議論を踏まえた課題

「明日の日本を支える観光ビジョン」－世界が訪れたくなる日本へ－ 概要

■我が国の豊富で多様な観光資源を、
誇りを持って磨き上げ、その価値を
日本人にも外国人にも分かりやすく
伝えていくことが必要。

■観光の力で、地域の雇用を生み出し、
人を育て、国際競争力のある生産性の
高い観光産業へと変革していくことが
必要。

■CIQや宿泊施設、通信・交通・決済など、
受入環境整備を早急に進めることが必要。

■高齢者や障がい者なども含めた、すべての
旅行者が「旅の喜び」を実感できるような
社会を築いていくことが必要。

「観光先進国」への「３つの視点」と「１０の改革」

平成28年３月30日策定

２ 観光産業を革新し、国際競争力
を高め、我が国の基幹産業に

３ すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に

■魅力ある公的施設・ｲﾝﾌﾗの大胆な公開・開放
・赤坂や京都の迎賓館に加え、我が国の歴史や伝統
に溢れる公的施設を一般向けに公開・開放

■文化財の観光資源としての開花
・2020年までに、文化財を核とする観光拠点を
全国で200整備、わかりやすい多言語解説など
1000事業を展開し、集中的に支援強化

■国立公園の「ﾅｼｮﾅﾙﾊﾟｰｸ」としてのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化
・2020年を目標に、全国５箇所の公園について
民間の力を活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善

・2020年までに、外国人利用者数を1000万人に

■景観の優れた観光資産の保全・活用による
観光地の魅力向上
・2020年を目途に、原則として全都道府県、
全国の半数の市区町村で「景観計画」を策定

・歴まち法の重点区域などで無電柱化を推進

■滞在型農山漁村の確立・形成
・日本ならではの伝統的な生活体験と非農家を含む
農村地域の人々との交流を楽しむ「農泊」を推進
し、2020年までに全国の農山漁村で50地域創出

■地方の商店街等における観光需要の獲得・
伝統工芸品等の消費拡大
・2020年までに、商店街等において、50箇所で
街並み整備、1500箇所で外国人受入環境整備

・2020年までに、外国人受入可能な伝統的工芸品
産地を100箇所以上に

■広域観光周遊ﾙｰﾄの世界水準への改善
・修景や体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発等に国から専門家ﾁｰﾑ
（ﾊﾟﾗｼｭｰﾄﾁｰﾑ）を派遣

■東北の観光復興
・東北６県の外国人宿泊者数を2020年150万人泊
（2015年の３倍）に

「明日の日本を支える観光ビジョン」施策概要

１ 観光資源の魅力を極め、
地方創生の礎に

■観光関係の規制・制度の総合的な見直し
・通訳案内士、ﾗﾝﾄﾞｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、宿泊業等の抜本見直し

■民泊ｻｰﾋﾞｽへの対応
・現行制度の枠組みにとらわれない宿泊法制度の
抜本見直し（本年６月中目途に検討会とりまとめ）

■産業界ﾆｰｽﾞを踏まえた観光経営人材の育成強化
・2020年までに、ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経営人材の恒常的な
育成拠点を大学院段階（MBAを含む）に形成

■宿泊施設不足の早急な解消及び多様なﾆｰｽﾞに
合わせた宿泊施設の提供
・旅館等におけるｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ投資などを促進

■世界水準のDMOの形成・育成
・2020年までに、世界水準DMOを全国で100形成

■「観光地再生・活性化ﾌｧﾝﾄﾞ」の継続的な展開
・観光まちづくりに関する投資や人材支援を安定的
・継続的に提供できる体制を整備

■次世代の観光立国実現のための財源の検討
・観光施策に充てる国の追加的な財源確保策を検討

■訪日ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの戦略的高度化
・海外著名人の日本文化体験映像を海外ｷｰ局で配信

■ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ観光促進のための多様な魅力の対外
発信強化
・在外公館や放送ｺﾝﾃﾝﾂなどを活用した情報発信

■MICE誘致の促進
・政府ﾚﾍﾞﾙでの誘致支援体制の構築

■ﾋﾞｻﾞの戦略的緩和
・中国、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｲﾝﾄﾞ、ﾛｼｱの５ヶ国を対象

■訪日教育旅行の活性化
・「2020年までに４万人から５割増」の早期実現

■観光教育の充実
・総合的な学習の時間等における教材の作成・普及

■若者のｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ活性化
・若者割引等のｻｰﾋﾞｽ開発を通じた海外旅行の推進

■最先端技術を活用した革新的な出入国審査等
の実現
・世界最高水準の顔認証技術の導入などを促進

■民間のまちづくり活動等による「観光・まち
一体再生」の推進
・宿泊施設や観光ﾊﾞｽ乗降場等の整備促進

■ｷｬｯｼｭﾚｽ環境の飛躍的改善
・2020年までに、主要な観光地等における「100
％のｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ対応化」などを実現

■通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きでき
環境の実現
・無料Wi-Fi環境とSIMｶｰﾄﾞの相互補完の利用促進

■多言語対応による情報発信
・中小事業者のWEBｻｲﾄの約半分を多言語化

■急患等にも十分対応できる外国人患者受入体
制の充実
・2020年までに、外国人患者受入体制が整備され
た医療機関を全国100箇所整備（現在の約５倍）

■「世界一安全な国、日本」の良好な治安等を
を体感できる環境整備
・外国語対応可能な警察職員の配置等の体制整備

■「地方創生回廊」の完備
・「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能に

■地方空港のｹﾞｰﾄｳｪｲ機能強化とLCC就航促進
・複数空港の一体運営（ｺﾝｾｯｼｮﾝ等）の推進

■ｸﾙｰｽﾞ船受入の更なる拡充
・2020年に訪日ｸﾙｰｽﾞ旅客を500万人に

■公共交通利用環境の革新
主要な公共交通機関の海外ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約を可能に

■休暇改革
・2020年までに年次有給休暇の取得率を70％に

■ｵﾘﾊﾟﾗに向けたﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの推進
・高い水準のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ化と心のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰを推進
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